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(57)【要約】
【課題】電気品箱に設けた放熱板に流速の速い大風量の
外気を通過させることにより、放熱板の放熱効率を高め
ることができ、また、外気取入れ口から雨水が流入して
も、冷媒回路部品や仕切り板に設けた電気部品に水がか
かることのない空気調和機の室外機及びこれを備えた空
気調和機を提供すること。
【解決手段】仕切り板２によって区画された機械室４と
送風室１０とを有し、機械室４の上部に、背面側に放熱
板８が設けられた電気品箱７が設置された室外機におい
て、放熱板８の周囲にこの放熱板８を取り囲んで背面側
に延設された第１のダクト２０を設けると共に、第１の
ダクト２０と仕切り板２に設けた風路３とを連通する第
２のダクト２１を設け、機械室４の側面及び背面を覆う
機械室パネル１５の背面側の放熱板８と対向する位置に
外気取入れ口１６を設けた。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　仕切り板によって区画された機械室と送風室とを有し、前記機械室の上部に、背面側に
放熱板が設けられた電気品箱が設置された室外機において、
　前記放熱板の周囲に該放熱板を取り囲んで背面側に延設された第１のダクトを設けると
共に、該第１のダクトと前記仕切り板に設けた風路とを連通する第２のダクトを設け、
　前記機械室の側面及び背面を覆う機械室パネルの背面側の前記放熱板と対向する位置に
外気取入れ口を設けたことを特徴とする空気調和機の室外機。
【請求項２】
　前記放熱板の周囲に設けた第１のダクトを、シール材を介して前記機械室パネルに設け
た外気取入れ口の周囲に固定したことを特徴とする請求項１記載の空気調和機の室外機。
【請求項３】
　前記第１のダクトの底面を前記機械室パネル側に向って下方に傾斜させると共に、該傾
斜した底面の先端部側に水抜き穴を設けたことを特徴とする請求項１又は２記載の空気調
和機の室外機。
【請求項４】
　前記第２のダクトの底面を前記仕切り板側に向って下方に傾斜させたことを特徴とする
請求項１又は２記載の空気調和機の室外機。
【請求項５】
　前記請求項１～４のいずれかの室外機を備えたことを特徴とする空気調和機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、空気調和機の室外機及びこの室外機を備えた空気調和機に関するものである
。
【背景技術】
【０００２】
　図７は従来の空気調和機の室外機の外郭パネルの一部を取外した前面側斜視図、図８は
図７の背面側の要部の斜視図、図９は図８の電気品箱周辺の斜視図である。
　図７～図９において、１は空気調和機のほぼ箱状の室外機本体で、幅方向の中央部から
若干片寄った位置には仕切り板２が設けられており、仕切り板２で区画された一方の側に
は機械室４が形成され、他方の側には送風室１０が形成されている。
【０００３】
　機械室４の下部には圧縮機５が設置されており、その上方には冷媒回路部品６、背面側
に開口する電気品箱７が設けられている。そして、電気品箱７の背面側の開口部には放熱
板８が設けられており、放熱板８は仕切り板２に設けられて送風室１０内に開口する風路
３と連通している。なお、９は機械室４内において仕切り板２に搭載された電気部品であ
る。１１は送風室１０の背面から側面にかけて設けられた熱交換器、１２は送風室１０内
に設置された送風機である。
【０００４】
　１５は機械室４の側面から背面を覆って外郭の一部を構成するＬ字状の機械室パネルで
、側面板１５ａの下部には電気品箱７に設けた放熱板８を冷却するための外気を取入れる
外気取入れ口１６ａが設けられている。１７は送風室１０の側面を覆う送風室側面パネル
、１８は室外機本体１の下面に設けられた脚部である。
【０００５】
　上記のように構成した室外機において運転を開始すると、送風機１２が駆動されて送風
室１０の背面側及び側面から外気が取り込まれ、熱交換器１１を通って前面側から吹き出
される。また、外気取入れ口１６ａから外気が吸い込まれ、この外気は、図９に矢印で示
すように、機械室４内を上昇して放熱板８を通過し、放熱板８を冷却したのち仕切り板２
に設けた風路３を通り、開口部３ａから送風室１０内に吹き出される。
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　上記のように構成した空気調和機の室外機は、先行技術文献を調査したが、発見できな
かった。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　上記のように構成した従来の空気調和機の室外機は、外気取入れ口１６ａから放熱板８
までの距離が長く、その上外気が通過する機械室３の空間部が大きいため、外気取入れ口
１６ａから流入した外気は、放熱板８に到達するまでに多方面に分散されると共に、放熱
板８に達したときの流速が低く、流速の速い大風量の外気を放熱板８を通過させることが
困難であった。
【０００７】
　このため、放熱板８を効率よく冷却することができないので、電気品の発熱による室外
機の運転制限、放熱板８の大型化、電気品の見直しなどが必要になり、結果的にコストア
ップを招いていた。
【０００８】
　また、外気取入れ口１６ａから外気と共に雨水が流入すると、機械室４内に設置された
冷媒回路部品６や仕切り板２に搭載された電気部品９に水がかかり、電気部品等の機能を
損うおそれがある。そのため室外機の品質低下を生じるおそれがあり、また、これが対策
のための部品の追加などが必要になり、コストアップになっていた。
【０００９】
　本発明は、上記の課題を解決するためになされたもので、電気品箱に設けた放熱板に流
速の速い大風量の外気を通過させることにより、放熱板の放熱効率を高めることができ、
また、外気取入れ口から雨水が流入しても、冷媒回路部品や仕切り板に設けた電気部品に
水がかかることのない空気調和機の室外機及びこれを備えた空気調和機を提供することを
目的としたものである。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明は、仕切り板によって区画された機械室と送風室とを有し、前記機械室の上部に
、背面側に放熱板が設けられた電気品箱が設置された室外機において、前記放熱板の周囲
に該放熱板を取り囲んで背面側に延設された第１のダクトを設けると共に、該第１のダク
トと前記仕切り板に設けた風路とを連通する第２のダクトを設け、前記機械室の側面及び
背面を覆う機械室パネルの背面側の前記放熱板と対向する位置に外気取入れ口を設けたも
のである。
【００１１】
　また、本発明に係る空気調和機は、上記の室外機を備えたものである。
【発明の効果】
【００１２】
　本実施の形態によれば、外気取入れ口から吸い込まれた外気が放熱板に到達するまでの
距離を短かくすると共に、通過する空間部を小さくしたので、放熱板に流速の早い大風量
を通過させることができ、これにより、放熱板の放熱効率を高めることができる。
　また、機械室内に設置された冷媒回路部品や仕切り板に搭載された電気部品に、外気取
入れ口から流入した雨水がかかるのを防止することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本発明の実施の形態１に係る空気調和機の外郭の一部を取外した状態を示す前面
側斜視図である。
【図２】図１の電気品箱周辺の斜視図である。
【図３】図２の機械室パネルを取外した状態を示す斜視図である。
【図４】本発明の実施の形態２に係る空気調和機の室外機の電気品箱周辺の斜視図である
。
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【図５】本発明の実施の形態３に係る空気調和機の室外機の電気品箱周辺の斜視図である
。
【図６】図５の機械室パネルの外気取入れ口の内面側周辺の斜視図である。
【図７】従来の空気調和機の室外機の外郭の一部を取外した前面側斜視図である。
【図８】図７の背面側の要部の斜視図である。
【図９】図８の電気品箱周辺の斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
［実施の形態１］
　図１は本発明の実施の形態１に係る空気調和機の室外機の外郭の一部を取外した状態を
示す前面側斜視図、図２は図１の電気品箱周辺の斜視図、図３は図２の機械室パネルを取
外した状態を示す斜視図である。なお、図７～図９で説明した従来技術と同じ部分には、
これと同じ符号を付してある。
【００１５】
　本実施の形態においては、電気品箱７の背面側の開口部に設けた放熱板８の周囲に、放
熱板８をとり囲むようにして背面側に延設されたほぼ筒状の第１のダクト２０を設けると
共に、この第１のダクト２０と仕切り板２に設けた風路３とを連通する第２のダクト２１
を設け、また、機械室パネル１５の背面板１５ｂの上部の、機械室パネル１５を装着した
ときに電気品箱７の放熱板８と対向する位置に外気取入れ口１６を設けたものである。
【００１６】
　そして、機械室パネル１５を装着したときは、第１のダクト２０の先端部が機械室パネ
ル１５の内壁面に当接又は近接して、外気取入れ口１６の周囲をとり囲むようになってい
る。この場合、必要に応じて、第１のダクト２０と機械室パネル１５の内壁面との間にシ
ール材を介装し、両者の間をシールするようにしてもよい（図６参照）。
【００１７】
　上記のように構成した本実施の形態に係る室外機において、運転を開始すると、送風機
１２が駆動されて送風室１０の背面側及び側面から外気が取り込まれ、熱交換器１１を通
って前面側から吹き出される。
　また、外気取入れ口１６から吸い込まれた外気は、第１のダクト２０を通って放熱板８
の正面に直接当り、ついで、放熱板８のフィンの間を通過して第２のダクト２１を通り、
仕切り板２に設けた風路３を経て開口部３ａから送風室１０内に吹き出される。
【００１８】
　本実施の形態によれば、外気取入れ口１６から吸い込まれた外気が放熱板８に到達する
までの距離を短かくすると共に、通過する空間部を小さくしたので、放熱板８に流速の早
い大風量を通過させることができ、放熱板８の放熱効率を高めることができる。
　また、これにより、室外機の運転自由度の改善、放熱板の小形化、部品点数の抑制、コ
ストの低減等をはかることができ、併せて室外機の品質を向上させることができる。
【００１９】
［実施の形態２］
　図４は本発明の実施の形態２に係る空気調和機の室外機の電気品箱周辺の斜視図である
。なお、実施の形態１と同じ部分にはこれと同じ符号を付してある。
　本実施の形態は、実施の形態１の放熱板８に設けた第１のダクト２０と、仕切り板２に
設けた風路３とを連通する第２のダクト２１の底面２１ａを、風路３側に向って、水平線
Ｌに対して下方に角度θ1で傾斜させた傾斜面に形成したものである。なお、図示してな
いが、第１のダクト１０ａの先端部と機械室パネル１５との間は、シール材によりシール
されているものとする。
【００２０】
　上記のように構成した本実施の形態において、外気取入れ口１６から外気と共に雨水が
流入したときは、この雨水は第１のダクト２０の下部に溜り、第２のダクト２１の傾斜し
た底面２１ａから送風室１０内に流れ落ち、機械室４内に流入することはない。
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　このため、機械室４内に設置された冷媒回路部品６や仕切り板２に搭載された電気部品
９に雨水がかかることがない。
【００２１】
［実施の形態３］
　図５は本発明の実施の形態３に係る空気調和機の室外機の電気品箱周辺の斜視図、図６
は図５の機械室パネルの外気取入れ口の内面側周辺の斜視図である。なお、実施の形態１
と同じ部分にはこれと同じ符号を付してある。
【００２２】
　本実施の形態は、実施の形態１の放熱板８の周囲に設けた第１のダクト２０の底面２０
ａを、水平線Ｌに対して、背面側に向って下方に角度θ2で傾斜させると共に、この傾斜
した底面２０ａの先端部近傍に、１個又は複数の水抜き穴２２を設けたものである。
　このような第１のダクト２０は、シール材２３を介して機械室パネル１５の外気取入れ
口１６の周縁に水密に固定される。
【００２３】
　上記のように構成した本実施の形態において、外気取入れ口１６から外気と共に雨水が
流入したときは、この雨水は第１のダクト２０の傾斜した底面２０ａ上を機械室パネル１
５の背面板１５ｂ側に向って流れ、水抜き穴２２から流出して背面板１５ｂに沿って流下
し、室外機本体１の下部において回収される。
　このため、機械室４内に設置された冷媒回路部品６や仕切り板２に搭載された電気部品
９に雨水がかかることがない。
【符号の説明】
【００２４】
　１　室外機本体、２　仕切り板、３　風路、４　機械室、６　冷媒回路部品、７　電気
品箱、８　放熱板、９　電気部品、１０　送風室、１５　機械室パネル、１６　外気取入
れ口、２０　第１のダクト、２０ａ　底面、２１　第２のダクト、２１ａ　底面、２２　
水抜き穴、２３　シール材。
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